
国立大学法人滋賀医科大学支援基金規程 

 

平成 28年９月 21日制定 

令和 ６年９月 20日改正 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人滋賀医科大学寄附金受入規程第 11条の規定

に基づき，滋賀医科大学支援基金（以下「基金」という。）の設置等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（設置目的） 

第２条 国立大学法人滋賀医科大学（以下「本学」という。）に，本学学則に規

定する理念を実現し，使命を達成するために必要な事業の支援に資すること

を目的として，基金を置く。 

（基金の原資） 

第３条 基金は，寄附金をもって原資とする。 

（寄附の受入区分） 

第４条 寄附の受入は次の各号に掲げる区分とし，寄附者が特定して行うもの

とする。 

 (1) 大学支援資金 

 (2) 附属病院支援資金 

 (3) わかあゆ育成資金 

 (4) 研究等支援資金 

２ 前項第３号の寄附金は，次条第１項第３号の各事業を，前項第４号の寄附金

は，次条第１項第４号の各事業を使途の対象とし，他には流用できないものと

する。 

３ 第１項第３号及び第４号の寄附金の管理は，他の寄附金と独立して行うも

のとする。 

（実施事業） 

第５条 基金は，第２条の目的を達成するため，第４条第１項に規定する寄附の

受入区分ごとに，次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 「大学支援資金」は，大学に係る支援事業 

(2) 「附属病院支援資金」は，附属病院に係る支援事業 

 (3)  「わかあゆ育成資金」は，学生等に対する次の事業 

イ 次に掲げる事業であって，経済的理由により修学が困難な学生等に対

するもの 

(ⅰ) 授業料，入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業 

(ⅱ) 学資金を貸与し，又は支給する事業 



(ⅲ) 教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担

する事業 

(ⅳ) 就業規則等において定めるところにより，学生等の資質を向上さ

せることを主たる目的として，学生等を教育研究に係る業務に従事

させ，手当を支給する事業 

ロ 個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために

必要な事業であって，障害のある学生等に対するもの 

 (4)  「研究等支援資金」は，学生又は不安定な雇用状態にある研究者（博士

の学位を取得した者又は所定の単位を修得して博士課程（前期及び後期の

課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。）を退学した者のう

ち本学に任期を定めて採用され，研究業務に従事しているもので，教員（定

時及び短時間特任教員を含む。）に該当しないものをいう。以下「不安定な

雇用状態にある研究者」という。）に対する次の事業 

イ 公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて，

自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業 

ロ 論文の刊行に要する費用，学会等への参加に要する旅費その他の費用

で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業 

ハ 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専

門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的

として，異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有

する者との交流を促進するための事業 

２ 前項第３号の事業により償還金が生じた場合の当該償還金は，第４条第１

項第３号に規定する寄附金に，前項第４号の事業により償還金が生じた場合

の当該償還金は，第４条第１項第４号に規定する寄附金に帰属するものとす

る。 

（基金事業委員会） 

第６条 基金の円滑な管理・運用を図るため，滋賀医科大学支援基金事業委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 基金への寄附金受入に関する事項 

(2) 基金の運用方針に関する事項 

(3) 基金により実施する各年度の事業計画及び予算・決算に関する事項 

(4) 基金による実施事業の募集及び採択に関する事項 

(5) その他基金に関する重要事項 

３ 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長 



(2) 理事又は事務局長 

(3) 学長補佐又は副理事 若干名 

(4) 副病院長及び病院長補佐 若干名 

(5) その他学長が必要と認める者 若干名 

４ 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は前項第１号の委員をもって

充て，副委員長は委員のうちから委員長が指名する。 

５ 委員長は委員会を招集し，その議長となる。 

６ 副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行す

る。 

７ 委員会は，委員の３分の２以上の出席により成立する。 

８ 議事は出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

９ 委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させることが

できる。 

（情報公開） 

第７条 わかあゆ育成資金及び研究等支援資金に関する次の書類について，閲

覧の請求があった場合には，正当な理由がある場合を除き，閲覧に供すると

ともに，インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法によ

り提供するものとする。 

(1) 受入区分の名称，管理方法及び使途を記載した書類並びに当該書類の閲

覧方法及び保存期間を記載した書類 

(2) 受入区分の受入額及び支出額等の明細書であって，監事の監査を受けた

もの 

２ 前項の書類の保存期間は５年間とする。 

（事務） 

第８条 この基金に関する事務は，総務企画課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，基金に関し必要な事項は，学長が別に定

める。 

附 則 

この規程は，平成 28年９月 21日から施行する。 

附 則 

 この規程は，平成 29 年７月１日から施行し，平成 29 年２月１日から適用す

る。 

附 則 

この規程は，平成 30年 10月１日から施行する。 



附 則 

この規程は，平成 31年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和元年 12月 23日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和２年９月 17日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和６年９月 20日から施行する。 


